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(57)【要約】
【課題】日本国内やコーデックスにおいて食品への表示
が義務付けられている、あるいは奨励されている、アレ
ルゲンを含む食物を使用せず、醤油の味と香りを有する
醤油様調味料を提供すること。
【解決手段】トマトを原料として乳酸発酵させた後に、
酵母によって発酵・熟成させることにより醤油様調味料
を得る。または、乳酸発酵をせずに、トマト原料を酵母
によって発酵・熟成させることにより醤油様調味料を得
る。トマトを原料として発酵することで、トマト由来の
成分と、発酵により生じる各種成分が合わさって、つけ
かけから調理まで様々な用途で使用可能な醤油様調味料
が得られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
トマトを酵母により発酵・熟成させて得られる醤油様調味料。
【請求項２】
トマトを乳酸菌と酵母により発酵・熟成させて得られる醤油様調味料。
【請求項３】
ＨＥＭＦを含有することを特徴とする請求項１～２のいずれか一項に記載の醤油様調味料
。
【請求項４】
ＨＥＭＦが０．２ｐｐｍ以上である請求項３に記載の醤油様調味料。
【請求項５】
エタノールを含有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の醤油様調味
料。
【請求項６】
エタノールが０．５％（ｖ／ｖ）以上である請求項５に記載の醤油様調味料。
【請求項７】
乳酸を含有することを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の醤油様調味料。
【請求項８】
乳酸が０．０２％（ｗ／ｖ）以上である請求項７に記載の醤油様調味料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　原材料としてアレルギー物質を含む食物を全く使用せずに得られる醤油様調味料に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、世界中でアレルギー物質（以下、アレルゲンという）を含む食物に起因する健康
危害（以下、食物アレルギーという）が散見されている。食物アレルギーは、食物に含ま
れるある種の物質・成分に対して体内の免疫システムが反応することにより生じる。現在
のところ根本的な治療法が無いため、アレルゲンを含む食物を摂取しないことが、食物ア
レルギーを防ぐための唯一の確実な方法である。アレルギー症状は生命を脅かす可能性さ
えあるため、食品中に含まれる、アレルゲンを含む原材料が表示されることが、アレルギ
ー患者にとって欠かせない。
【０００３】
　こうした背景を受け、１９９９年のＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格委員会（コーデックス
委員会）総会においては、アレルゲンとして知られている８種の原材料を含む食品につい
て、それを含む旨を表示することで合意され、今後加盟国において、各国の制度に適した
具体的な表示方法を検討することが求められることになった。
【０００４】
　日本国内では、過去の健康障害等の程度、頻度を考慮して、重篤なアレルギー症状を引
き起こした実績のある特定の原材料２５品目を含む食品の場合、その原材料を表示するこ
とが厚生労働省により定められた。 
【０００５】
　日本の伝統的な発酵調味料であり、日本の食生活に欠かせない醤油は、大豆と小麦とで
作った麹と食塩水を原料として発酵・醸造することにより得られるが、大豆と小麦は共に
日本国内・コーデックスにおいて、食品への表示が義務付けられている、あるいは奨励さ
れている、アレルゲンを含む食物として定められている。
　醤油において、原材料は麹の酵素によって分解されているため、アレルゲンは減少して
いると考えられるものの、大豆または小麦のアレルギー患者は、健康障害の程度によって
は醤油を使用することができなかった。特に小麦など、グルテンを含む穀類は、セリアッ
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ク病患者に重篤な症状を引き起こすことが知られており、世界中でグルテンフリー食品の
開発が求められている。このように、日本国内やコーデックスにおいて食品への表示が義
務付けられている、あるいは奨励されている、アレルゲンを含む食物を使用せず（以下、
アレルゲンフリーという）に、醤油の味、香りを有する代替調味料が強く求められてきた
。
【０００６】
　こうした要望に応え、大豆および小麦を使用せず、空豆を用いて麹を製造し、塩水を加
えて発酵熟成させる方法（例えば、特許文献１参照）や、マスタードシードとコーンの混
合物を用いて麹を製造し、塩水を加えて発酵熟成させる方法（例えば、特許文献２参照）
、雑穀を主体とした醤油様の調味液の製造方法（例えば、特許文献３参照）、荏胡麻を原
料とした発酵調味料の製造方法（例えば、特許文献４参照）、魚醤油の製造方法（例えば
、特許文献５参照）が開示されている。空豆は、アレルゲンを含む食物とはされていない
が、地中海沿岸各地、北アフリカ、中央アジアにおいて空豆中毒症（Ｆａｖｉｓｍ）を引
き起こすことが問題視されている（例えば、非特許文献１参照）。また醤油様調味料とし
た後も、特有の空豆の風味を有し、日本国内だけでなく、世界中に広く展開する醤油の代
替調味料とすることは難しい。マスタードシードとコーンの混合物を用いた方法では、香
辛料原料であるマスタードシードに由来する風味が未だ残り、また旨味や香気も不足して
いる。雑穀を主体とした調味液、荏胡麻を原料とした発酵調味液は、それぞれ原料を安価
かつ安定的に入手することが難しく、特有の風味もあり、醤油の代替調味料とすることは
難しい。魚醤油は大豆・小麦を使用していないが、通常の醤油とは風味が大きく異なり、
代替調味料として使うことは難しい。また、種類によっては魚自体がアレルゲンを含む食
物とされているため、アレルゲンフリーの醤油様調味料としては不適であった。
【０００７】
　醤油の特徴的な香気成分として、４－Ｈｙｄｒｏｘｙ－２（ｏｒ ５）ｅｔｈｙｌ－５
（ｏｒ ２）ｍｅｔｈｙｌ－３（２Ｈ）－ｆｕｒａｎｏｎｅ（以下、「ＨＥＭＦ」という
）が知られている（例えば、非特許文献２参照）。しかし、アレルゲンを含まない食物を
原料として発酵・熟成させて得られる醤油様調味料から、これらの成分を見出したとの報
告はなかった。
【０００８】
　ところで、トマトは野菜の中で最も多く栽培されており、糖やグルタミン酸などの呈味
物質を豊富に含有することから、生食だけでなくトマトケチャップやトマトソースなどの
調味料としても世界中で広く食されている。そのためトマトは、加工用原料としても安価
かつ安定的に入手可能である。近年、トマトの風味を有さない透明トマト濃縮物（例えば
、特許文献６参照）や、ドライトマトから抽出したエキスを調味料として使用する方法（
例えば、特許文献７参照）、乳酸発酵により風味に優れたトマト発酵物を製造する方法（
例えば、特許文献８参照）、トマトにＳＯ２を含有させワイン酵母で発酵させることを特
徴とする発酵トマト飲料の製造方法（例えば、特許文献９参照）が開示されているが、ト
マトを乳酸菌と共に、または乳酸菌を用いずに、酵母によって発酵・熟成させることによ
り、表示が義務付けられている、あるいは奨励されている、アレルゲンを含む食物を全く
使用せず、ＨＥＭＦを含有させ、醤油の味、香りを有する醤油様調味料を得ようとする試
みはなされていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－１２２００２号公報
【特許文献２】特開２００８－２３７１８３号公報
【特許文献３】特開平８－１９６２３２号公報
【特許文献４】特開２００９－１７１９５９号公報
【特許文献５】特開２００５－２６１３４９号公報
【特許文献６】特表２００２－５１６０７３号公報
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【特許文献７】特開２００６－６７９９５号公報
【特許文献８】特開２００７－２８９００８号公報
【特許文献９】特開２００５－１７６７２７号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】「Ｆｏｏｄ　ａｌｌｅｒｇｙ：　ａｄｖｅｒｓｅ　ｒｅａｃｔｉｏｎｓ
　ｔｏ　ｆｏｏｄ　ａｎｄ　ｆｏｏｄ　ａｄｄｉｔｉｖｅｓ」，Ｗｉｌｅｙ－Ｂｌａｃｋ
ｗｅｌｌ，２００３年，ｐ．４８５
【非特許文献２】「醸造物の成分」，日本醸造協会編，１９９９年１２月，ｐ．４７６～
５０１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、醤油の味と香りを有したアレルゲンフ
リーの醤油様調味料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、マメ科の種子やイネ科
穀物をはじめとする、食品への表示が義務付けられている、あるいは奨励されている、ア
レルゲンを含む食物を全く使用せずとも、驚くべきことに、トマトを発酵・熟成させるこ
とにより、醤油の味と香りを有した醤油様調味料を得られることを見出した。特に、醤油
様調味料が、酵母や、乳酸菌と酵母による発酵・熟成により得られる場合には、発酵・熟
成により各種の有機酸や、エタノール、ＨＥＭＦなどが増加し、トマト由来のグルタミン
酸と相まって呈味バランスに優れ、つけかけ用途から調理に至るまで幅広く醤油の代替調
味料として使用可能な醤油様調味料が得られることを見出し、本発明を完成させた。
【００１３】
　すなわち本発明は、
１）トマトを酵母により発酵・熟成させて得られる醤油様調味料。
２）トマトを乳酸発酵させた後、酵母により発酵・熟成させて得られる醤油様調味料。
３）ＨＥＭＦを含有することを特徴とする上記１）～２）に記載の醤油様調味料。
４）ＨＥＭＦが０．２ｐｐｍ以上である上記３）に記載の醤油様調味料。
５）エタノールを含有することを特徴とする上記１）～４）のいずれかに記載の醤油様調
味料。
６）エタノールが０．５％（ｖ／ｖ）以上である上記５）に記載の醤油様調味料。
７）乳酸を含有することを特徴とする上記１）～６）のいずれかに記載の醤油様調味料。
８）乳酸が０．０２％（ｗ／ｖ）以上である上記７）に記載の醤油様調味料。
に関する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、大豆や小麦のアレルギー患者だけでなく、日本国内で食品への表示が
義務付けられている、あるいは奨励されている２５品目の食物や、コーデックスで定めら
れている８種の食物の、いずれかのアレルギーが気になる消費者であっても、安心して醤
油の味や香りを有する醤油の代替調味料として、本発明品を調理時の味付けや、直接食品
につけたりかけたりする用途に用いることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００１６】
　本明細書における「醤油様調味料」とは、日本農林規格に定める「しょうゆ」と同様の
用途で用いられる液体調味料をいう。「しょうゆ」と同様の用途で用いられれば、醤油麹
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に由来する原料（例えば、大豆や小麦）が、醤油様調味料に使用されていなくてもよい。
醤油様調味料には、果汁、エキス類、ペースト類、だし類、調味料、酒類、発酵調味料、
酸味料、香料等が混合されていてもよい。また本明細書で記載する「醤油」は、日本農林
規格の「しょうゆ」と同一の概念である。
【００１７】
　本明細書における「アレルギー物質（アレルゲン）を含む食物」とは、２０１１年２月
現在、日本国内で食品への表示が義務付けられている、あるいは奨励されている２５品目
の食物（卵、乳、小麦、そば、落花生、あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、
キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、バナ
ナ、やまいも、りんご、ゼラチン）およびコーデックスで定められている８種の食物（グ
ルテンを含む穀類として小麦、ライ麦、大麦、オート麦、スペルト小麦、それらの雑種、
およびそれらの製品。甲殻類およびその製品。卵および卵製品。魚および魚製品。落花生
、大豆、およびそれらの製品。乳類および乳製品（ラクトースを含む）。木の実およびそ
の製品。亜硫酸塩から成る、あるいは亜硫酸塩を１０ｍｇ／ｋｇ以上含む食品。）である
。
【００１８】
　本明細書における濃度（ｐｐｍ）は、全てミリグラム毎リットル（ｍｇ／ｌ）である。
【００１９】
　本発明は、アレルゲンを含む食物を全く使用せずに醤油様調味料を得ることを目的とし
、トマトを原料として乳酸菌と共に、または乳酸菌を用いずに、酵母によって発酵・熟成
させることにより、ＨＥＭＦを含有させることを特徴とする。
【００２０】
　本明細書における「トマト」とは、果実のトマトだけでなく、加工されたトマト原料と
して、トマト果汁やダイストマト、トマトピューレ、トマトペースト、トマトエキス等を
含む。ダイストマトは、トマトの果実の皮、種子等を除去し、ダイス状に切り、加熱殺菌
したものをいう。トマト果汁は、トマトの果実を破砕して搾汁または裏ごし等をし、皮、
種子等を除去し、加熱殺菌などを経て得られる。トマトピューレやトマトペーストは、ト
マト果汁を濃縮したものをいう。濃縮方法としては制限なく、公知の加熱による濃縮、真
空濃縮、凍結濃縮、膜濃縮などが用いられる。濃縮したトマト果汁を適宜希釈し、色素や
パルプ分を除く遠心分離や精密膜ろ過などを実施して得られた透過液を、さらに濃縮して
得られるトマトエキスは、糖やグルタミン酸を多く含有するため特に好ましい。
【００２１】
　トマトの、糖度計や屈折計によって測定されるＢｒｉｘ（糖度）は５～８０％（ｗ／ｗ
）であることが好ましく、１５～６５％（ｗ／ｗ）であることが特に好ましい。果汁の濃
度が薄すぎると、最終的に得られる醤油様調味料の香気成分やグルタミン酸が減少するた
め好ましくない。果汁の濃度が濃すぎると、発酵させる際に乳酸発酵や酵母発酵が阻害さ
れることがある。従って、Ｂｒｉｘが５％（ｗ／ｗ）未満である場合は、糖や果汁、旨味
成分を添加しＢｒｉｘを調整することで、原材料として用いることができる。また、Ｂｒ
ｉｘが８０％（ｗ／ｗ）を超える場合は、上記に示す濃度範囲になるように、水などで希
釈することで原材料として用いることができる。
【００２２】
　添加する糖は、酵母や乳酸菌が資化できるものであれば特に限定されず、グルコース、
スクロース、フルクトース等が挙げられ、アレルゲンを含む食物でなければ、これらを含
有する液糖類、果汁類、野菜類、蜂蜜などであってもよい。果汁は、アレルゲンを含む食
物でなければ特に限定されず、レモン、梅、ブドウ、マンゴー、ゆず、かぼす、パイン、
イチゴ、ナシなどから得られるものが挙げられる。果汁は、１種または２種以上を組み合
わせて用いることができる。これらの中でも、酵母や乳酸菌の発酵性からみて、グルコー
スまたはグルコースを含む液糖類が好ましい。これら糖源は、単独または組み合わせて添
加することができる。
【００２３】
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　添加する旨味成分は、アレルゲンを含む食物でなければ特に限定されず、アミノ酸、酵
母エキス、核酸、有機酸、タンパク質加水分解物などが挙げられる。これらの中でも、醤
油様調味料に醤油の旨味を持たせる目的では、特にアミノ酸であるグルタミン酸塩や酵母
エキス、核酸が好ましい。これら旨味成分は、単独または組み合わせて添加することがで
きる。
【００２４】
　トマトを食品製造に使用可能な任意のｐＨ調整剤でｐＨ調整することにより、発酵を促
進させ、より醤油の味、香りに近づけることができる。調整後のｐＨは３．０～７．０が
好ましく、ｐＨ４．０～６．５がより好ましい。ｐＨが低すぎると、酸味が強くなり、ま
た発酵が阻害されることがある。逆に高すぎると、醤油様調味料としての味・香りの品質
が低下する。ｐＨ調整剤は、食品製造に使用可能なものであれば限定されず、水酸化ナト
リウムや水酸化カリウムの他、乳酸、クエン酸、リンゴ酸、酢酸等を用いることができる
。呈味の観点から、水酸化ナトリウムまたは乳酸の使用が特に好ましい。
【００２５】
　ＨＥＭＦの醤油様調味料中の濃度は、０．２～５００ｐｐｍであることが好ましく、５
．０～２００ｐｐｍの範囲であることが特に好ましい。ＨＥＭＦ濃度が０．２ｐｐｍ未満
の場合は、醤油の好ましい香りが感じられにくくなる。０．２ｐｐｍ以上の場合に、醤油
の好ましい香りが感じられ、５．０ｐｐｍ以上ではさらに顕著に醤油の好ましい香りが感
じられるようになる。５００ｐｐｍを超えると成分の香りが強くなり、香りのバランスを
損なうため好ましくない。
【００２６】
　本発明の醤油様調味料は、トマトを発酵・熟成させることにより得られる。より具体的
には（１）トマトに食塩を加え、ｐＨを調整し、乳酸菌と酵母により発酵・熟成させる方
法、（２）トマトに食塩を加え、ｐＨを調整し、またはｐＨ非調整で、酵母により発酵・
熟成させる方法、（３）トマトに食塩を加え、ｐＨを調整し、乳酸を添加した後、乳酸菌
と酵母、または酵母により発酵・熟成させる方法などの工程を経て、ＨＥＭＦ濃度０．２
ｐｐｍ以上となるまで発酵・熟成後、本発明の醤油様調味料を得ることができる。なお（
１）、（３）においては、乳酸菌と酵母をトマトへ同時に添加することも可能であり、ま
た乳酸菌と酵母による発酵が同時並行的に行われてもよい。
【００２７】
　ＢｒｉｘとｐＨを調整したトマトに、乳酸菌および／または酵母を添加し仕込むことで
トマト諸味が得られる。トマト諸味を仕込む際に、防黴性を高める目的で食塩を添加する
。食塩濃度は４．０～２０．０％（ｗ／ｖ）が好ましく、６．０～１６．０％（ｗ／ｖ）
がより好ましい。トマト諸味においては、食塩濃度が４．０％（ｗ／ｖ）未満では防黴性
を高める目的としては好ましくない。反対に２０．０％（ｗ／ｖ）を超えると乳酸発酵・
酵母発酵が阻害されるため好ましくない。ＢｒｉｘとｐＨを調整し食塩を添加したトマト
は、乳酸菌および／または酵母を添加する前に、防黴性を高め、また加熱によるＨＥＭＦ
の前駆体を生成させる観点から、加熱殺菌を行ってもよい。好ましくは７０～９０℃で１
～６０分間、もしくは１００～１４０℃で５～３０秒間加熱し、その後冷却する。
【００２８】
＜乳酸発酵＞
　トマト諸味は、乳酸菌を添加した場合、１５～４５℃の温度にて乳酸発酵を行うことが
好ましく、特に２０～３５℃の温度で乳酸発酵を行うことが好ましい。本発明における乳
酸発酵に用いられる乳酸菌としては、公知に醤油醸造に用いられているＴｅｔｒａｇｅｎ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｈａｌｏｐｈｉｌｕｓ等の耐塩性乳酸菌の他、漬物等の発酵食品に見出
されるＰｅｄｉｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｅｎｔｏｓａｃｅｕｓ、Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ
　ｐｌａｎｔａｒｕｍ、Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｐｅｎｔｏｓｕｓ、Ｌａｃｔｏｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｏｐｈｉｌｕｓ、Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓａｋｅｉが
好ましく、醤油の風味を持たせる観点からは、特にＴｅｔｒａｇｅｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｈ
ａｌｏｐｈｉｌｕｓが好ましい。乳酸菌を添加し、乳酸発酵を行う場合のトマト諸味は通
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常ｐＨ５．０～７．０が好ましく、乳酸発酵完了後のトマト諸味はｐＨ４．０～６．０が
好ましい。
【００２９】
＜酵母発酵＞
　食塩を加えｐＨを調整し、場合により加熱殺菌したトマトまたは乳酸発酵を完了したト
マト諸味は、酵母を添加して酵母発酵を行う。乳酸発酵を完了した後に、または酵母発酵
の直前に、食塩をトマト諸味へ追加してもよい。ＨＥＭＦを効率よく生成させる観点から
、酵母発酵時の食塩濃度は４．０～２０．０％（ｗ／ｖ）であることが好ましく、特に６
．０～１６．０％（ｗ／ｖ）であることが好ましい。温度は、酵母による発酵を効率よく
行わせる観点から１５～４５℃において発酵を行うことが好ましく、特に２０～３５℃の
温度で酵母発酵を行うことが好ましい。本発明における酵母発酵に用いられる酵母として
は、公知に醤油醸造に用いられているＺｙｇｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｒｏｕｘｉ
ｉ、Ｚｙｇｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｂａｉｌｌｉ、Ｃａｎｄｉｄａ　ｅｔｃｈｅ
ｌｌｓｉｉ、Ｃａｎｄｉｄａ　ｖｅｒｓｔｉｌｉｓ等の耐塩性酵母が好ましい。
【００３０】
　酵母添加後は、酵母の増殖を旺盛にするため、一定期間諸味を好気条件下で発酵させる
ことが好ましい。好気条件下に保つためには、諸味に酸素または空気を通気したり、プロ
ペラ攪拌機を使用する等の方法が好ましい。
【００３１】
　酵母の増殖は、寒天培養法により菌数を計数する他、トマト諸味中のエタノール量を、
ガスクロマトグラフ法を用いて測定することで確認することができる。エタノールが０．
５～２．５％（ｖ／ｖ）となった際に好気条件下での酵母発酵を終えることが好ましい。
好気条件下での酵母発酵を終えたトマト諸味はさらに静置し、酵母・乳酸菌による発酵を
継続し、エタノールや各種の香気成分を生成する。その後、香りが劣化しにくい１０～３
０℃の温度において熟成を行うことができる。
【００３２】
　酵母による発酵期間は１～８週間程度が好ましく、２～６週間が特に好ましい。熟成を
行う場合は、発酵期間終了後、１～１６週間程度熟成させるのが好ましく、約３～１０週
間が特に好ましい。発酵・熟成の終了は、一般成分、香気成分、色度等を考慮して決定す
ることができる。
【００３３】
　発酵・熟成を終えて得られた醤油様調味料は、清澄化を行ってもよい。清澄化方法は、
制限なく従来公知の膜処理、珪藻土ろ過、遠心分離、凝集法、沈降法などを用いることが
できる。
【００３４】
　醤油様調味料は、一般成分分析、香気成分分析を行い、成分を調整することができる。
この際ｐＨや塩分、エタノール濃度、グルタミン酸濃度、有機酸濃度、香気成分濃度を適
宜調整してもよい。呈味と防黴性の観点から、好ましくはｐＨが３．５～５．５、塩分が
４．０～１８．０％（ｗ／ｖ）、エタノールが０．５～８．０％（ｖ／ｖ）、乳酸が０．
０２～３．０％（ｗ／ｖ）となるように調整することが好ましい。
【００３５】
　醤油様調味料は、色度も適宜調整することができる。色度はＪＡＳ規格により、こいく
ちしょうゆの場合、しょうゆの標準色１８番（ＪＩＳＺ８７２９の物体色の表示方法によ
るＬ＊（明度指数）＝３０．０、ａ＊＝４６．１、ｂ＊＝５１．６とする。）未満である
こととされており、うすくちしょうゆの場合は、しょうゆの標準色２２番（ＪＩＳＺ８７
２９の物体色の表示方法によるＬ＊（明度指数）＝３６．７、ａ＊＝４５．６、ｂ＊＝６
２．９とする。）以上であることとされている。発酵・熟成の温度や期間、殺菌を行う場
合には殺菌時の温度や時間を調整することや、醤油様調味料を希釈する、公知の活性炭処
理により脱色する、カラメル・酵母エキスを添加する等して色度を調整してもよい。こい
くちしょうゆ様の醤油様調味料として提供する場合はしょうゆの標準色１８番未満が好ま
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しく、うすくちしょうゆ様の醤油様調味料として提供する場合は、しょうゆの標準色２２
番以上が好ましい。色度の測定には醤油標準色度計などを用いることができる。
【００３６】
　成分を調整した醤油様調味料は、殺菌または除菌を行ってもよい。殺菌の場合は、火入
れと呼ばれる加熱殺菌工程を経る。火入れは公知の醤油製成過程で行なわれている加熱条
件を用いればよい。好ましくは７０～９０℃で１～６０分間、もしくは１００～１３０℃
で５～３０秒間加熱し、その後冷却する。加熱によって澱が生じることがあるため、数日
間静置した後、澱から上清を分離して醤油様調味料が得られる。また、除菌の場合は、非
加熱で公知のＭＦ膜によるろ過・除菌等を行い、ろ過物を醤油様調味料として得る。
【００３７】
　このように発酵・熟成させて得られた醤油様調味料は、ＨＥＭＦを始め、醤油に見出さ
れる様々な香気成分が発酵により増加し、風味のバランスに優れ、原料がトマトであるに
も関わらず、醤油の味と香りが感じられる醤油様調味料となる。これらの成分が生成され
ているかは、定法に従ってガスクロマトグラフ法により定量することで確認することがで
きる。発酵・熟成は、これら各成分の濃度が上述の濃度範囲に達したことを確認した後、
終了することができる。発酵・熟成終了の決定に際しては、上記各成分以外にも、酵母・
乳酸菌による発酵、熟成中のメイラード反応によって生じる成分を考慮することができる
。
【００３８】
　本発明の醤油様調味料は、日本農林規格の「しょうゆ」と同様の使い方ができ、また任
意の飲食品に配合することができる。例えば、つゆ、たれ、和風だし、洋風だし、中華だ
し、ドレッシング、スープ、ケチャップ、トマトソース、ウスターソース、その他ソース
等の調味料に添加して用いることができる。
【００３９】
　以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明する。ただし、本発明の技術的範囲は
、それらの例により何ら限定されるものではない。
【実施例１】
【００４０】
＜トマト諸味の調製＞
　トマトとしてトマトエキス（ライコレッド社製、イスラエル産、Ｂｒｉｘ６０％（ｗ／
ｗ））を、Ｂｒｉｘが１５．６％、３１．２％、４６．８％（ｗ／ｖ）となるように蒸留
水で希釈し、水酸化ナトリウムでｐＨを６．０に調整した。さらに食塩濃度が１２％（ｗ
／ｖ）となるように食塩を加え、乳酸菌としてＴｅｔｒａｇｅｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｈａｌ
ｏｐｈｉｌｕｓを加えよく混合し、１Ｌずつトマト諸味を仕込んだ。
【００４１】
＜トマト諸味の発酵・熟成＞
　諸味品温を２５℃に保持し、乳酸発酵を行った。３週間後、定法に従い耐塩性の醤油酵
母（Ｚｙｇｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｒｏｕｘｉｉ）を添加し、諸味品温を２５℃
に保持しながら１４日間通気攪拌し、酵母発酵を行った。さらに諸味品温を２５～３０℃
に保持し発酵・熟成させた。
【００４２】
　３ヶ月後に得られたトマト諸味を、定法に従い火入れを行った。火入れ後、５～８℃で
１週間静置し、十分に澱を沈殿させた後、上清を回収して試験品１－１～１－３の醤油様
調味料を得た。対照品として、トマトエキスをＢｒｉｘ３１．２％（ｗ／ｖ）となるよう
に調製した後、食塩濃度が１６．０％（ｗ／ｖ）となるように食塩を添加した非発酵のも
のを用意した。
【００４３】
＜成分調整＞
　各種試験品の発酵終了時点での食塩濃度はそれぞれ試験品１－１：１２．７％ 、試験
品１－２：１２．３％、試験品１－３：１２．１％（いずれもｗ／ｖ）であった。官能評



(9) JP 2012-187096 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

価時には、一般的なこいくちしょうゆの食塩濃度である１６．０％（ｗ／ｖ）となるよう
に食塩を添加した。
【００４４】
＜成分分析＞
　醤油の一般成分は、しょうゆ試験法（財団法人、日本醤油研究所編、昭和６０年（１９
８５年）３月１日発行）記載の方法に従い分析を行った。色度は、日本農林規格で定めら
れた方法に従い測定を行った。
　ＨＥＭＦや、その他の香気成分は、ガスクロマトグラフィー法（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ
　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　ａｎｄ　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｖｏｌ．３９，
９３４（１９９１）参照）にて分析定量した。トータルイオンクロマトグラムを図１に、
香気成分分析結果を表１にそれぞれ示す。
【００４５】
　図１に示す結果より、非発酵のトマトエキスでは見られなかったＨＥＭＦやその他の香
気成分が、試験品において生成していることが確認された。さらに、比較品であるこいく
ちしょうゆに似た香気成分パターンであることが確認された。
【００４６】
【表１】

【００４７】
　表１に示す結果より、対照品である非発酵のトマトエキスでは見られなかった、ＨＥＭ
Ｆをはじめ酵母発酵由来と考えられるＩｓｏｂｕｔｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌやＭｅｔｈｉｏ
ｎｏｌ、Ｂｅｎｚｅｎｅａｃｅｔｏａｌｄｅｈｙｄｅ、Ｂｅｎｚｙｌ　ａｌｃｏｈｏｌや
その他の香気成分が、試験品において生成していることが確認された。
【００４８】
＜官能評価＞
　各試験品の官能評価は、訓練され識別能力を有するパネル５名により、前述の対照品と
試験品の味と香りについて、醤油らしさの強度をセマンティック・ディファレンシャル法
（以下、ＳＤ法という）で評価した。対照品・試験品の香りを嗅いだ後、０．２ｍｌを喫
食することで比較を行った。評定尺度は下記の基準に従い、パネリスト間の平均評定を算
出した。
　
（評定尺度）
１．醤油らしさをかなり弱く感じられるか、ほとんど感じられない
２．醤油らしさをやや弱く感じられる
３．醤油らしさを感じられる
４．醤油らしさをやや強く感じられる
５．醤油らしさをかなり強く感じられる
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【００４９】
【表２】

【００５０】
　表２に示す結果より、トマトエキスを乳酸菌と酵母により発酵・熟成させることで、試
験品１－１～１－３について、対照品と比べエタノール、ＨＥＭＦが増加した。
　エタノールは３．０～４．１％（ｖ／ｖ）、ＨＥＭＦは０．２３～１７．７ｐｐｍとな
り、対照品と比較して顕著に高くなっていることが分かる。色番について、試験品１－１
は、日本農林規格で定めるうすくちしょうゆの規格（２２番以上）となり、試験品１－２
、１－３はこいくちしょうゆの規格（１８番以下）となった。
【００５１】
　表２の官能評価結果より、試験品１－１～１－３は対照品と比較して、顕著に強く醤油
の味と香りを有することが分かる。
【００５２】
　醤油の味に関しては、ｐＨ、グルタミン酸の旨味、発酵・熟成により生じた乳酸などの
有機酸、その他メイラード反応によって生じた色素成分など、各種成分が寄与していると
考えられる。
【００５３】
　醤油の香りに関しては、ＨＥＭＦを始め、図１に示した様々な香気成分が寄与している
と考えられる。ＨＥＭＦに関しては、嗜好性の高い醤油にはＨＥＭＦが５０ｐｐｍ以上含
まれることが望ましいとの報告（醤油の研究と技術、Ｖｏｌ．３２、Ｎｏ．５、ｐ．２７
６－２８５、（２００６））がある一方で、水中ではＨＥＭＦを０．０４ｐｐｂから官能
評価で感じることができ、非常に低濃度から官能評価に寄与することが知られている（Ｈ
ｅｌｖ．Ｃｈｉｍ．Ａｃｔａ、５６、ｐ．１８８２～１８９２、（１９７３））。トマト
を原料とする醤油様調味料においては、ＨＥＭＦが０．２３ｐｐｍ含有されることで、十
分にこいくちしょうゆの代替となりうる味と香りを有する醤油様調味料を得られることが
示された。
【実施例２】
【００５４】
＜トマト諸味の調製＞
　トマトとしてトマトエキス（ライコレッド社製、イスラエル産、Ｂｒｉｘ６０％（ｗ／
ｗ））を蒸留水で希釈し、トマト諸味の食塩濃度が１１％（ｗ／ｖ）となるように食塩を
加えた。トマト諸味のＢｒｉｘは４４．２％（ｗ／ｖ）、ｐＨは３．９であった。これと
は別にトマトエキスを蒸留水で希釈し、トマト諸味の食塩濃度が１１％（ｗ／ｖ）となる
ように食塩を加え、水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムでｐＨ４．８に調整した。ト
マト諸味のＢｒｉｘはそれぞれ４５．１％、４４．９％（ｗ／ｖ）となった。各トマト諸
味に醤油酵母としてＺｙｇｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｒｏｕｘｉｉを加えよく混合
し、３Ｌずつトマト諸味を仕込んだ。
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【００５５】
＜トマト諸味の発酵・熟成＞
　諸味品温を２５℃に保持しながら１４日間通気攪拌し、酵母発酵を行った。さらに諸味
品温を２５～３０℃に保持し発酵・熟成させた。
【００５６】
　３ヶ月後に得られたトマト諸味を、定法に従い珪藻土ろ過、火入れを行った。火入れ後
、５～８℃で２日間静置し、十分に澱を沈殿させた後、上清を回収して試験品２－１～２
－３の醤油様調味料を得た。
【００５７】
＜成分調整＞
　各種試験品の発酵終了時点での食塩濃度はそれぞれ試験品２－１：１３．４％ 、試験
品２－２：１３．０％、試験品２－３：１２．８％（いずれもｗ／ｖ）であった。官能評
価時には、一般的なこいくちしょうゆの食塩濃度である１６．０％（ｗ／ｖ）となるよう
に食塩を添加した。
【００５８】
　成分分析および官能評価は、実施例１記載の方法に従い実施した。
【００５９】
【表３】

【００６０】
　表３に示す結果より、ｐＨを非調整で、または、水酸化ナトリウムや水酸化カリウムで
ｐＨ調整したトマト諸味を、酵母により発酵・熟成させることで、試験品２－１～２－３
は、エタノールは２．９～３．２％（ｖ／ｖ）、ＨＥＭＦは３．８～５．２ｐｐｍとなり
、対照品と比較して顕著に高くなっていることが分かる。色番について、試験品２－１～
２－３はこいくちしょうゆの規格（１８番以下）となった。
【００６１】
　表３の官能評価結果より、試験品２－１～２－３は対照品と比較して、顕著に強く醤油
の味と香りを有することが分かる。醤油の味の評価について、試験品２－１～２－３は、
試験品１－２～１－３よりもスコアが若干低い傾向が見られた。これは、試験品１－２～
１－３と比較して乳酸をほとんど含有していないため、酸味の質が異なることにより生じ
たと考えられる。
【実施例３】
【００６２】
＜トマト諸味の調製＞
　トマトとしてトマトエキス（ライコレッド社製、イスラエル産、Ｂｒｉｘ６０％（ｗ／
ｗ））を蒸留水で希釈し、食塩濃度が７％、９％、１１％、１７％（ｗ／ｖ）となるよう
に食塩を添加した。食塩濃度が７％、９％のトマト諸味は、水酸化ナトリウムでｐＨを６
．０に調整した。同様にして食塩濃度が１１％のトマト諸味はｐＨを５．５、６．０、６
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．５に調整した。食塩濃度が１７％のトマト諸味は水酸化ナトリウムでｐＨを６．０に調
整した。乳酸菌としてＴｅｔｒａｇｅｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｈａｌｏｐｈｉｌｕｓを加えよ
く混合し、３Ｌずつ仕込んだ。
【００６３】
＜トマト諸味の発酵・熟成＞
　諸味品温を２５℃に保持し、乳酸発酵を行った。２週間後、定法に従い耐塩性の醤油酵
母（Ｚｙｇｏｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｒｏｕｘｉｉ）を添加し、諸味品温を２５℃
に保持しながら１４日間通気攪拌し、酵母発酵を行った。さらに諸味品温を２５～３０℃
に保持し発酵・熟成させた。
【００６４】
　３ヶ月後に得られたトマト諸味を、定法に従い火入れを行った。火入れ後、５～８℃で
１週間静置し、十分に澱を沈殿させた後、上清を回収して試験品３－１～３－５の醤油様
調味料を得た。
【００６５】
＜成分調整＞
　各種試験品の発酵終了時点での食塩濃度はそれぞれ試験品３－１：７．２％ 、試験品
３－２：９．２％、試験品３－３：１１．７％、試験品３－４：１１．７％、試験品３－
５：１７．２％（いずれもｗ／ｖ）であった。官能評価時には、一般的なうす塩しょうゆ
の食塩濃度である１３．０％（ｗ／ｖ）となるように食塩を添加した。食塩濃度の高い試
験品３－５はそのまま試食を行った。
【００６６】
　成分分析および官能評価は、実施例１記載の方法に従い実施した。
【００６７】
【表４】

【００６８】
　表４に示す結果より、食塩濃度７～１７％、ｐＨ５．５～６．５も調整し、乳酸菌と酵
母により発酵・熟成させることで、試験品３－１～３－５は、エタノールは０．９～５．
４％（ｖ／ｖ）、ＨＥＭＦは７．１～２１．７ｐｐｍとなり、対照品と比較して顕著に高
くなっていることが分かる。食塩濃度７％であっても腐敗することなく醸造可能であった
。また食塩濃度１７％であっても発酵が阻害されることなく醸造可能であった。色番につ
いて、試験品３－１～３－５はこいくちしょうゆの規格（１８番以下）となった。
【００６９】
　表４の官能評価結果より、試験品３－１～３－５は対照品と比較して、顕著に強く醤油
の味と香りを有することが分かる。
【実施例４】
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【００７０】
＜トマト諸味の調製＞
　トマトとしてトマトエキス（ライコレッド社製、イスラエル産、Ｂｒｉｘ６０％（ｗ／
ｗ））を蒸留水で希釈し、食塩濃度が１１％または１５％となるように食塩を添加した。
水酸化ナトリウムでｐＨを６．０に調整した後、９０％乳酸（キユーピー醸造社製）を用
いてｐＨ５．１またはｐＨ５．３に調整した。ｐＨ５．１の諸味には醤油酵母（Ｚｙｇｏ
ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｒｏｕｘｉｉ）を、ｐＨ５．３の諸味には市販の醤油酵母
（ビオック社製）を加えよく混合し、３Ｌずつトマト諸味を仕込んだ。これとは別に食塩
濃度が１１％と１５％のトマト諸味について、それぞれｐＨ５．７、ｐＨ６．０に水酸化
ナトリウムで調整した後、９０％乳酸を用いてどちらもｐＨ５．５に調整し、醤油乳酸菌
（Ｔｅｔｒａｇｅｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｈａｌｏｐｈｉｌｕｓ）と醤油酵母（Ｚｙｇｏｓａ
ｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｒｏｕｘｉｉ）を加えよく混合し、３Ｌずつトマト諸味を仕込
んだ。
【００７１】
＜トマト諸味の発酵・熟成＞
　諸味品温を３０℃に保持しながら７日間通気攪拌し、酵母発酵を行った。さらに諸味品
温を３０～４０℃に保持し発酵・熟成させた。
【００７２】
　２ヶ月後に得られたトマト諸味を、定法に従い珪藻土ろ過を行った。火入れ後、１０～
１５℃で４日間静置し、十分に澱を沈殿させた後、上清を回収して試験品４－１～４－４
の醤油様調味料を得た。
【００７３】
＜成分調整＞
　各種試験品の発酵終了時点での食塩濃度はそれぞれ試験品４－１：１１．７％ 、試験
品４－２：１１．７％、試験品４－３：１１．８％、試験品４－４：１５．５％（いずれ
もｗ／ｖ）であった。官能評価時には、一般的なこいくちしょうゆの食塩濃度である１６
．０％（ｗ／ｖ）となるように食塩を添加した。
【００７４】
　成分分析および官能評価は、実施例１記載の方法に従い実施した。
【００７５】
【表５】

【００７６】
　表５に示す結果より、食塩濃度１１～１５％、一度ｐＨ５．７～６．０に調整後、乳酸
を添加してｐＨ５．１～５．５に調整し、醤油酵母または市販醤油酵母、醤油乳酸菌と醤
油酵母により発酵・熟成させることで、試験品４－１～４－４は、エタノールは２．３～
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３．６％（ｖ／ｖ）、ＨＥＭＦは１４．６～２８．１ｐｐｍとなり、対照品と比較して顕
著に高くなっていることが分かる。色番について、試験品４－１～４－４はこいくちしょ
うゆの規格（１８番以下）となった。
【００７７】
　表５の官能評価結果より、試験品４－１～４－４は対照品と比較して、顕著に強く醤油
の味と香りを有することが分かる。
【実施例５】
【００７８】
＜和風メニューにおける醤油らしさの官能評価＞
　試験品が和風メニューにおいて、醤油らしさを感じられるか評価するため、つけかけ（
ホウレン草、刺身）、じゃがいもの煮付け、鶏の照り焼きについて官能評価を行った。前
述と同様に、官能評価は、訓練され識別能力を有するパネル５名により、試験品１－３を
使用した調理品の味と香りについて、醤油らしさの強度をＳＤ法で評価した。調理品の香
りを嗅いだ後、喫食することで評価を行った。評定尺度は下記の基準に従い、パネリスト
間の平均評定を算出した。
　
（評定尺度）
１．醤油らしさをかなり弱く感じられるか、ほとんど感じられない
２．醤油らしさをやや弱く感じられる
３．醤油らしさを感じられる
４．醤油らしさをやや強く感じられる
５．醤油らしさをかなり強く感じられる
【００７９】
＜ホウレン草のお浸し官能評価＞
　市販のホウレン草を購入した。熱湯中で茹でたホウレン草を流水中で冷やし、水気を絞
った。試験品を適量添加しさらに絞った。約５ｃｍ間隔に切ったものを用意した。小皿に
用意した５ｍｌの試験品１－３につけ、喫食する際の醤油の香り、味について、ＳＤ法で
評価した。
【００８０】
＜刺身の官能評価＞
　市販の本まぐろ（赤身）のサクを、約７ｍｍ間隔に切ったものを用意し、本まぐろの刺
身とした。小皿に用意した５ｍｌの試験品１－３に刺身をつけ、喫食する際の醤油の香り
、味について、ＳＤ法で評価した。
【００８１】
＜じゃがいもの煮付けの官能評価＞
　材料：
　じゃがいも　　　　　中２個
　玉ねぎ　　　　　　　中１個
　酒　　　　　　　　　３７．５ｍｌ
　サラダ油　　　　　　１５ｍｌ
　だし汁　　　　　　　５ｍｌ
　水　　　　　　　　　３００ｍｌ
　みりん　　　　　　　２２．５ｍｌ
　試験品１－３　　　　１５ｍｌ

　上記の材料を用意した。じゃがいもは４ｃｍ大に切り、玉ねぎは１ｃｍ幅のくし形に切
った。鍋に油を温め、玉ねぎを炒めた。じゃがいもを加えてさらに炒め、だし汁・水を加
え、沸騰したら中火にして煮た。最後にみりんと試験品１－３を加え、５分煮て味をしみ
込ませ完成とした。お椀型の容器に取り分け、喫食する際の醤油の味、香りについて、Ｓ
Ｄ法で評価した。
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＜鶏の照り焼きの官能評価＞
　材料：
　鶏もも肉　　　　　　２００ｇ
　塩　　　　　　　　　１ｇ
　胡椒　　　　　　　　０．５ｇ
　まいたけ　　　　　　１／２パック
　サラダ油　　　　　　５ｍｌ
　酒　　　　　　　　　１５ｍｌ
　はちみつ　　　　　　１０ｍｌ
　試験１－３　　　　　１５ｍｌ

　上記の材料を用意した。鶏もも肉は筋を切り、４ｃｍ大に切り、塩・胡椒を振った。フ
ライパンに油を温め、皮目を下にして焼き、皮目に焼き色が付いたら裏側に返して焼き色
を付けた。酒、はちみつ、試験品１－３を入れて蓋をし、弱火で５分間蒸し焼きにした。
ほぐしたまいたけを入れてさらに２分間焼き、味を絡め、完成とした。平皿に取り分け、
喫食する際の醤油の味、香りについて、ＳＤ法で評価した。
【００８３】
【表６】

【００８４】
　表６に示す結果より、つけかけ、煮物（じゃがいもの煮付け）、焼き物（鶏の照り焼き
）等の和風メニューにおいて、試作品１－３を使用することで醤油の味や香りを感じられ
、醤油の代替調味料として使用可能であることが確認できた。パネルのコメントには、「
鶏の照り焼きに良く合う」、「つけかけで刺身の生臭さを感じない」、「ほんのりとフル
ーティなトマトの香りがする」などがあった。
【実施例６】
【００８５】
＜洋風メニューにおける調理適性の官能評価＞
　訓練され識別能力を有するパネル８名により、試験品４－１の洋風メニューにおける調
理適性を評価した。
【００８６】
＜コンソメの官能評価＞
　材料：
　市販コンソメの素　　５ｇ
　水　　　　　　　　　２９５ｍｌ
　試験品４－１　　　　５ｍｌ

　市販コンソメの素（日本ネスレ社製、無添加コンソメ）を９５℃のお湯で溶解し、試験
品４－１を添加し、よく混合した。コンソメのみの場合と比較して、試験品４－１を添加
した場合に旨味が増強したと感じた人数、コク味が向上したと感じた人数、コンソメの風
味が強くなったと感じた人数を表７に示す。
【００８７】
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【表７】

【００８８】
　表７の結果より、試験品４－１をコンソメへ添加すると、旨味・コク味が向上し、さら
にコンソメの風味が強くなることが分かった。パネルのコメントには、「試験品４－１を
コンソメに添加すると、全体の味が底上げされ、コンソメの風味、スパイス感が立つ」な
どがあった。試験品４－１はコンソメ風味に対して高い調理適性を示す調味料であること
が分かった。
【００８９】
＜チキンソテーオレンジソースの官能評価＞
　材料：
　鶏もも肉　　　　　　１枚（２００ｇ）
　塩　　　　　　　　　１ｇ
　こしょう　　　　　　０．５ｇ
　バター　　　　　　　５ｇ
　水　　　　　　　　　１００ｍｌ
　市販コンソメの素　　４ｇ　または　試験品４－１　１２ｍｌ
　砂糖　　　　　　　　９ｇ
　オレンジジュース　　８０ｍｌ
　水溶き片栗粉　　　　少々

　上記の材料を用意した。鶏肉に塩・こしょうを振り、フライパンに油を温め、皮目を下
にして焼き、皮目に焼き色が付いたら裏側に返して焼き色を付けた。鶏肉を取り出し、水
と、市販コンソメの素（味の素社製、顆粒コンソメ）または試験品４－１を添加し、砂糖
、オレンジジュース（日本デルモンテ社製）を加えて３分間煮た。鶏肉を戻し、煮汁をか
けながら５分煮た後、鶏肉は器に盛り付けた。フライパンに残ったソースに水溶き片栗粉
を加えてとろみを付け、鶏肉にかけ、完成とした。コンソメを使用した場合と比較して、
試験品４－１を使用した場合の方がオレンジソースの酸味が向上したと感じた人数、コク
味が向上したと感じた人数、オレンジの風味が強くなったと感じた人数を表８に示す。
【００９０】

【表８】

【００９１】
　表８の結果より、試験品４－１をコンソメの代わりにオレンジソースへ添加すると、酸
味・コク味が向上し、さらにオレンジの風味が強くなることが分かった。パネルのコメン
トには、「試験品４－１を使用した場合、オレンジの甘味・酸味がほど良くなった」、「
ソースのまとまりが良くなったように感じた」などがあった。試験品４－１は洋風調理の
フルーツソースに対して高い調理適性を示す調味料であることが考えられた。
【００９２】
　以上の結果より、トマトを発酵・熟成させることで、日本国内やコーデックスにおいて
食品への表示が義務付けられている、あるいは奨励されている、アレルゲンを含む食物を
使用せずに、醤油の好ましい味と香りを有する醤油様調味料が得られた。本発明における
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醤油様調味料は、従来の和風・中華風メニューにおいて醤油と同様に使用することが可能
であり、さらに洋風メニューにも適しており、コンソメの代わりや和風だしの代わりとし
て、料理のベースの味付けとして使用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】対照品、試験品、比較品のトータルイオンクロマトグラムを示す図である。

【図１】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月22日(2012.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
原料にアレルゲンを含む食物を全く使用せず、トマトを酵母により発酵・熟成させて得ら
れる醤油様調味料。
【請求項２】
原料にアレルゲンを含む食物を全く使用せず、トマトを乳酸菌と酵母により発酵・熟成さ
せて得られる醤油様調味料。
【請求項３】
ＨＥＭＦを０．２ｐｐｍ以上含有することを特徴とする請求項１～２のいずれか一項に記
載の醤油様調味料。
【請求項４】
エタノールを０．５％（ｖ／ｖ）以上含有することを特徴とする請求項１～３のいずれか
一項に記載の醤油様調味料。
【請求項５】
乳酸を０．０２％（ｗ／ｖ）以上含有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項
に記載の醤油様調味料。
【手続補正書】
【提出日】平成24年6月29日(2012.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
原料にアレルゲンを含む食物（アレルゲンを含む食物として、日本国内で食品への表示が
義務付けられている、あるいは奨励されている食物およびコーデックスで定められている
食物）を全く使用せず、トマトを酵母により発酵・熟成させて得られる醤油様調味料。
【請求項２】
原料にアレルゲンを含む食物（アレルゲンを含む食物として、日本国内で食品への表示が
義務付けられている、あるいは奨励されている食物およびコーデックスで定められている
食物）を全く使用せず、トマトを乳酸菌と酵母により発酵・熟成させて得られる醤油様調
味料。
【請求項３】
ＨＥＭＦを０．２ｐｐｍ以上含有することを特徴とする請求項１～２のいずれか一項に記
載の醤油様調味料。
【請求項４】
エタノールを０．５％（ｖ／ｖ）以上含有することを特徴とする請求項１～３のいずれか
一項に記載の醤油様調味料。
【請求項５】
乳酸を０．０２％（ｗ／ｖ）以上含有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一項
に記載の醤油様調味料。
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